
窓 口 職 員 等 の 名 札 の 着 用 に つ い て  

平 成 13年 ５ 月 25日 例 規 （ 装 ・ 警 ） 第 38号  

 

警 察 本 部 長  

  

〔 沿 革 〕  平 成 23年 ９ 月 例 規 （ 警 ） 第 36号   平 成 25年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 15号   

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の こ と に つ い て は 、 平 成 13年 ６ 月 １ 日 か ら 次 の と お り 実 施 す る こ と と し た の で 、 誤 り の な い

よ う に さ れ た い 。  

記  

１  趣 旨  

社 会 の 安 全 を 支 え る 警 察 活 動 に は 、 何 に も ま し て 国 民 の 信 頼 が 欠 か せ ず 、 警 察 職 員 は 「 国 民 の 生

命 、 身 体 及 び 財 産 の 保 護 」 と い う 責 務 を 改 め て 胸 に 刻 み 、 安 全 を 願 う 国 民 の 切 実 な 期 待 に こ た え て

い か な け れ ば な ら な い 。そ の た め に は 、警 察 活 動 に お け る「 匿 名 性 」を 可 能 な 限 り 排 除 す る こ と で 、

職 員 一 人 一 人 が 責 任 感 を 抱 い て 仕 事 に 取 り 組 む 必 要 が あ る 。 こ の こ と か ら 、 窓 口 業 務 を 担 当 す る 職

員 等 に 名 札 を 着 用 さ せ 、職 責 の 自 覚 を 促 し て 職 員 の 責 任 あ る 仕 事 へ の 取 組 み を 推 進 す る も の で あ る 。 

２  着 用 す る 職 員 の 範 囲  

名 札 を 着 用 す る 職 員 の 範 囲 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 宿 ・ 日 直 業 務 に 従 事 す る 職

員 そ の 他 着 用 し な い こ と が 適 当 と 所 属 長 が 認 め る 職 員 に あ っ て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

(１ ) 受 付 業 務 、 警 察 相 談 ・ 証 明 ・ 許 可 事 務 等 市 民 と 応 対 す る こ と が 予 定 さ れ る 業 務 に 従 事 す る 職

員 （ 以 下 「 窓 口 業 務 等 に 従 事 す る 職 員 」 と い う 。 ）  

(２ ) 前 記 (１ )に 従 事 す る 職 員 の 責 任 者 と し て 、 市 民 と 応 対 す る こ と が 予 想 さ れ る 幹 部 職 員 （ 以 下

「 幹 部 職 員 」 と い う 。 ）  

３  名 札 の 制 式  

名 札 の 制 式 は 、 別 図 の と お り と す る 。  

４  着 用 要 領  

(１ ) 窓 口 業 務 等 に 従 事 す る 職 員 は 、 市 民 と 応 対 す る 業 務 に 従 事 す る 際 は 、 上 衣 左 胸 に 名 札 を 着 用

す る も の と す る 。  

(２ ) 幹 部 職 員 は 、 窓 口 業 務 等 に 従 事 す る 職 員 の 責 任 者 と し て 、 市 民 と 応 対 す る 際 は 、 上 衣 左 胸 に

名 札 を 着 用 す る も の と す る 。  

５  名 札 の 適 正 な 取 扱 い  

(１ ) 職 員 は 、 名 札 の 保 管 ・ 管 理 を 厳 格 に し 、 こ れ を 他 人 に 貸 与 し 、 又 は 譲 渡 し て は な ら な い 。 ま

た 、 名 札 を 着 用 し な い と き は 、 事 務 机 等 に 確 実 に 収 納 し 、 紛 失 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(２ ) 名 札 を 紛 失 し た 職 員 は 、 直 ち に 所 属 長 に そ の 状 況 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

別 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


